
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         皆様のご協力をお願いします！ 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 9 年４月６日 

愛 知 県 警 察 本 部 

生 活 安 全 総 務 課 

  

 

電電子子ママネネーーをを騙騙ししととるる詐詐欺欺被被害害にに注注意意！！  

電電子子ママネネーーをを購購入入すするるおお客客様様にに声声掛掛けけをを  

 警察では、コンビニエンスストアで電子マネーを 

購入するお客様に声掛けをお願いしています。 

私は大丈夫と思っていませんか？動画閲覧未納料のショートメールが届くかもしれません！ 

        ≪被害に遭わないための対策≫ 

◆ サイトの未納料金を求めるメールは詐欺を疑って下さい！ 

◆ 未納料金を電子マネー（ギフトカード等）で支払うよう指示され

たら詐欺です！ 

◆ コンビニエンスストアで声掛けされないように、少額に分けて購

入するよう指示する犯人もいます！ 

電子マネー被害  

【被害者の年齢】 

電子マネー被害  

【電子マネー購入場所】 

 被害者は、10 代から 70代とすべての

年代にわたっています。 

 被害者の「電子マネー（ギフトカー

ド）」の購入場所は、コンビニエンス

ストアが９割以上を占めています。 



 

 

 

 

 

 


